
令和４年１２月  
保護者の皆様へ  
                                                    葛城市立白鳳中学校 

校 長 阪 口 信 哉 

冬休みの生活について  

 毎日、寒い日が続いておりますが、皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 いまだに新型コロナウイルスの影響でいろんな制限の中、生徒たちは学習や運動、縮小された学校行事に一生懸命取り組み、充実した
学校生活を送ったことと思います。平素は保護者の皆様や地域の方々のご協力、ご理解を得て、生徒たちの事を見守っていただき、深く
感謝しております。 

 無事に２学期も終わろうとしております。この年末・年始は、例年とは違った生活になろうかと思われますが、家庭や社会の一員とし
ての望ましい活動を経験させることのできる時期かと思います。 

ご家庭におきまして、生徒が充実した冬休みを過ごせますよう、下記の事項にご留意いただきたいと思います。 

 
記 

 
◎保護者の皆様にお願いしたいこと。 
１．何よりも生命が大切。新型コロナウイルス感染防止と事故防止を第一に！（交通事故・水難事故・非行ゼロをめざして） 
 ◆新型コロナウイルス感染防止対策を意識するように、ご指導をお願いいたします。 

◆危険な場所や夜間の外出には要注意｡（線路やため池、工事現場などは立ち入り禁止。夜間徘徊、無断外泊などは非行の元凶） 

  ※以前、磐城駅で、自動改札機へのいたずらがあり、近鉄の方やご利用の皆様にご迷惑をかけることがありました。 

 ◆外出するときは、「行き先」「目的」「同行者」「帰宅時間」等をよく確認してから許可を出してください。 

外出にあたっては、中学生らしい服装で外出させ、日没までには帰宅するようにご指導ください。 

 ◆自転車での外出にあたっては、「二人乗り」「飛び出し」「交通規則を無視した運転」等による事故が多発していますので、 

特に注意を喚起してください。令和２年４月から自転車保険の加入が義務づけられました。 

 ◆ゲ－ムセンタ－や繁華街等で、恐喝や暴力行為等の問題行動に巻き込まれないように十分注意させてください。 

 ◆生徒の遠出や旅行・宿泊を計画する場合は、事故・安全を考え、保護能力がある人の同行をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２．健康・安全に留意させるために 

  ◆この時期は生活が不規則になりがちですが、健康な生活を送ることができるよう、夜ふかし、夜の外出、暴飲・暴食をしないよう十分
ご注意ください。（特に、初詣についてはご家庭でご配慮ください。） 

 ◆感染症（新型コロナウイルス、インフルエンザなど）の予防に努めてください。（３密を避ける・うがい・手洗い・換気・咳エチケッ
ト・など） 

 

３．問題行動を防止するために 

  ◆携帯電話・スマートフォン・タブレット端末等の普及とともに中学生の所持率も高まり、これらによるトラブルが激増しています。
お子様の成長に合わせて、家庭での使い方についてしっかり話し合い、ルールを決めてください。そして、使いすぎや依存、有害情
報に接触するリスクなどがあることを教えてあげてください。 

また、フィルタリング機能を常備した状態での携帯電話やスマホの使用にご配慮ください。 

  ◆金銭にかかわる問題が発生しやすい時期です。多額の金銭を持ち歩かないようご指導ください。 

 

◎最近の少年非行で多いのは、次のような内容です。 
 ◆飲酒、喫煙、単車、薬物の乱用および刃物の不法所持が大きな社会問題になっています。そのような問題にかかわらないようにする
ためにも、お子さんの生活を十分把握しながら、心情の理解に努めていただきたいと思います。 

 ◆万引きは、見つからなくても、見つかってお金を払っても犯罪です。 

 ◆他人の自転車に無断で乗ることや放置してある自転車を勝手に乗ることは重い罪になります。 

 ◆子ども達だけの火遊びが火事になる事があります。最近は放火ということですぐに警察に通報されますし、重い罪になります。 

 ※以上のことをお子さまと話し合い、互いの意識を高めあってください。 

 

◎問題や相談がある場合は、学校へご連絡ください。 
白鳳中学校  ＴＥＬ ０７４５－４８－２０５４ 
（１２月２９日～１月３日は学校閉校日になります。期間中はコロナ関係の電話連絡をしていただく必要はあ
りません。） 

◎三学期始業式 

◆１月１０日（火曜日） 午前８時３０分登校    

◇ 小・中学生のいる家庭に、「○○○の△△です。」等といかにも実在するかのように名乗って、個人情報を聞き出 

そうとする不審な電話事案があります。次の２点にご留意下さい。 

１．個人情報を聞かれても答えない。 ２.不審電話があれば、警察に連絡する。その後、学校にも連絡する。 

◇万が一お子様が、不審者や恐喝など危険な目に遭われた場合は、すぐに１１０番通報をして下さい。 

  不審者かどうかの判断は、警察の方がされます。警察の方が、１分でも速く現場に急行することが犯罪の早期解決と
抑止につながります。学校には通報後に連絡をお願いします。 

 


